
２－１－１ 構造計算適合性判定を要する建築物

改正建築基準法第２０条第１項第二号において規定されるもの
・高さが１３m又は軒の高さが９mを超える木造の建築物
・地階を除く階数が４以上である鉄骨造の建築物
・高さが２０mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物

これらに準ずる建築物として、施行令３６条の２において規定されるもの
・地階を除く階数が４以上である組積造又は補強コンクリートブロック造の建築物
・地階を除く階数が３以下である鉄骨造の建築物であって、高さが１３m又は軒の高さが９mを超える
もの
・鉄筋コンクリート造と鉄骨鉄筋コンクリート造とを併用する建築物であって、高さが２０mを超える
もの
・木造、組積造、補強コンクリートブロック造若しくは鉄骨造のうち２以上の構造を併用する建築物
又はこれらの構造のうち１以上の構造と鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造とを併
用する建築物であって、地階を除く階数が４以上であるもの又は高さが１３m 若しくは軒の高さが９
mを超えるもの
・その安全性を確かめるために地震力によって地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握するこ
とが必要であるものとして、構造又は規模を限って、国土交通大臣が定める建築物（平成１９年国土
交通省告示５９３号）

建築物の構造・規模等に係らず、下記のもの
・許容応力度等計算（ルート２）、保有水平耐力計算（ルート３）又は限界耐力計算（これらと同等以
上に安全性を確かめることができる構造計算を含む）を行ったもの 下記 註）参照
・上記の構造計算又は許容応力度計算で、大臣認定プログラムによるもの

時刻暦応答解析によるものについては、個別に性能評価を受けた上で大臣認定を取得することとなるため、
構造計算適合性判定は不要となります。

註）平成２７年６月１日から以下の点について変更となっています。
① 構造計算に関する高度な専門知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備え

る者である建築主事等が建築確認を行う場合には、審査が比較的容易にできると政令で定めた許
容応力度等計算（ルート２）については、構造計算適合性判定の対象外となります。

② 既存不適格である建築物の増改築を行う際、令第９条の２に定められた「特定増改築構造計算
基準」の構造計算を行っている場合には構造計算適合性判定の対象となります。

③ エクスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の各部分は、分離されている部
分ごとに異なる構造計算の方法の適用が可能となりました。これにより当該部分ごとに構造計算
適合性判定の対象の要否を判断することが可能になりました。



　　2-1-2  構造計算適合性判定を要する建築物（説明図）

【第１号】
①超高層建築物

Ｈ＞６０ｍのもの

【法第２０条の第1項】 【令第３６条の２】 【告示第５９３号】 【必要な構造計算基準】

【第２号】
①木造（法６条第２号に掲げる

Ｆ≧３ or ΣＡ＞500㎡ 若しくは
Ｈ>13ｍ or ｈ＞9ｍのうち

Ｈ＞13ｍ or  ｈ＞9ｍ

②鉄骨造
Ｆ≧４（地階を除く）

③ＲＣ造又はＳＲＣ造
Ｈ＞20ｍ

④その他政令で定めるもの

①組積造、補強CB造
Ｆ≧４ （地階を除く）

②鉄骨造
Ｆ≦３ で
Ｈ＞13ｍ or ｈ＞9ｍ

③ＲＣ造＋ＳＲＣ造（併用）
ｈ＞20ｍ

④木造、組積造、補強CB造、
鉄骨造の２以上を併用、
又はこれら１以上とRC
造もしくはSRC造を併用で、
次のイ or ロに該当するもの

イ：Ｆ≧４（地階を除く）
ロ：Ｈ＞13ｍ or ｈ＞9ｍ

⑤その他告示で指定するもの

①鉄骨造（3F以下（地階を除く）、Ｈ≦13m、ｈ≦9m）で、
次のイ～ハのいずれかに該当するもの以外ののも

イ：(1)スパン≦６ｍ (2 )ΣＡ≦５００㎡
(3 )１次設計C0≧0.3（冷間マニュアル等による柱応力割増）
(4 )筋交の端部及び接合部が破断しない事を確認
(5)特定天井※１

ロ：(1) Ｆ≦2 (2 )スパン≦12m (3)ΣA≦50 0㎡（平屋3000㎡）
(4)イ（3）及び（4）の規定に適合
(5 )令82条の六第2 号ロの規定に適合(偏心率＜0.15)
(6 )柱・梁・接合部、柱脚部と基礎の急激な耐力低下が無い事を確認 (7)特定天井※１

ハ：規則第１条の３第１項第１号ロ（２）の認定物件
②RC造、SRC造、RC＋SRC造併用構造（ｈ≦20m）で、次のイ～ロに該当するもの以外のもの
イ：次の（１）から（３）を満足するもの

(1 ) ∑2.5αＡｗ＋∑0 .7αＡc≧ＺＷＡｉ（SRC造柱0.7→1.0）
(2 )  QD=m in(QL+nQE､Q0+Qy)で許容応力度計算検定
(3 )  特定天井※１

ロ：規則第１条の３第１項第１号ロ（２）の認定物件
③木造、組積造、補強CB造、S造のうち、2以上の構造を併用 もしくはこれらの１以上とRC又はSRCの併用で、次のイ～ホに
該当するもの以外のもの（④のものを除く）
イ：F≦3(地階を除く)
ロ：Ｈ≦1 3m かつ ｈ≦9ｍ
ハ： ΣA≦5 00㎡
ニ：鉄骨造の階は上記①のイ(1)(3)(4)に適合
ホ：RC、SRC部分を有する階が上記②イに適合
ヘ：規則第１条の３第１項第１号ロ（２）の認定物件
④木造とRCの併用で、次のイ、ロに該当するもの以外のもの
イ：次の（1）から（11）までに該当するもの

（１）次の（ⅰ）または（ⅱ）に該当するもの
（ⅰ）F=2 or 3（地階を除く）で、かつ1階をRC, 2階以上を木造としたもの
（ⅱ）F=3      （地階を除く）で、かつ1 ,2階をRC,3 階を木造としたもの

（２）Ｈ≦13mかつｈ≦9ｍ
（３）ΣA≦500㎡
（４）地上部分において令82条の２（層間変形角）に適合
（５）(1)(ⅰ)でＦ＝3（地階を除く）のとき、2,3階について令82条の6第2号イ（剛性率）に適合
（６）(1)(ⅱ)で1,2階について令82条の6第2号イ（剛性率）に適合
（７）地上部分について令82条の6第2号ロ（偏心率）に適合
（８）RC部分についてS55年告示1791号第３第1号（ルート２－１）に定める構造計算を行ったもの
（９）木造部分についてS55年告示1791号第１に定める構造計算を行ったもの
（10）CLTパネル工法の建築物についてはＨ28年告示611号第9第2号に定める構造計算を行ったもの
（11）特定天井 ※１

ロ：次の（1）から（5）までに該当するもの
（１）F=2(地階を除く）で1階をRC造、2階を木造としたもの
（２）イ(２),(４)及び、（7）から（10）までに該当
（３）ΣA≦3000㎡
（４）2階はCo≧０.30で許容応力度計算地上部分において令82条の２（層間変形角）に適合
（５）特定天井 ※１

⑤床・屋根にD.PL＊を使用 D.PL部分以外の部分がイからヘに該当するもの以外のもの
イ：木造でＨ≦13 mかつh≦9ｍ
ロ：組積造、補強CB造でF≦3 （地階を除く）
ハ：S造 F≦3（地階を除く） 、Ｈ≦13及び h≦9ｍで①イ又はロに該当、ただし薄型軽量形鋼造もの及び

屋上を自動車の駐車その他これに類する積載荷重の大きな用途に供する物に合ってはイに該当
ニ：RC造、SRC造、RC＋SRC併用構造（ｈ≦20m）で②イに該当
ホ：木造、組積造、補強CB造、S造の二以上併用又はこれら１つ以上とRC、SRCとの併用で③イからホに該当
ヘ：木造とRCの併用構造で④イの(1)から(10)、又④ロの(1)から(４）に該当
ト：特定天井 ※１
⑥床版又は屋根版にALCを用いた建築物で、同パネルを用いた部分以外の部分が、⑤イ、ハ、ホ、トのいずれかに該当するもの以
外のもの
⑦屋根版にシステムトラスを用いた建築物で、屋根版以外の部分が⑤イ～ヘのいずれかに該当する以外もの
⑧H14告示666号に規定する骨組膜構造で下記に該当するもの以外のもの

イ：次の(1)(2)に該当するもの
（１）H14告示666号第1第2項第１号ロ（１）～（３）に該当するもの
（２）骨組みの構造、⑤イ～ヘのいずれかに該当し、天井がトに該当するもの

ロ：次の(1)(2)に該当するもの
（１）H14告示666号第5第１項各号及び第2項～第6項までロ（第4項を除く）に該当するもの
（２）特定天井※１

①時刻歴応答解析

【第３号】（第２号のものを除）

①木造（法6条第2号に掲げるもの）
Ｆ≧３階又は500㎡こえるもの
ｈ＞13ｍ又は軒高＞9ｍのもの

②非木造（法6条第3号に掲げるもの）
Ｆ≧２階又は200㎡こえるもの

③石造、れんが造、CB造、無筋CB造
その他これらに類するもの
（ｈ＞13ｍ又は軒高＞9ｍのもの）

【第４号】
①第１号～第３号以外のもの
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①構造計算不要（仕様規定に適合させる）
②許容応力度計算 ＋屋根ふき材 等の構造計算
（大臣認定プログラム使用する）
③許容応力度計算 ＋屋根ふき材 等の構造計算
（大臣認定プログラム使用しない）
④許容応力度等計算
⑤保有水平耐力計算
⑥限界耐力計算
⑦時刻歴応答解析

ルート１

令81条第１項

告示第592号による

【凡例】

Ｆ：階数
Ｈ：高さ
ｈ：軒の高さ
ΣA：延べ面積
ＲＣ造：鉄筋コンクリート造
Ｓ造：鉄骨造
ＳＲＣ造：鉄骨鉄筋コンク

リート造
CB造：コンクリートブロック造 ①許容応力度計算

＋屋根ふき材 等の構造計算
（大臣認定プログラム使用する）

②許容応力度計算
＋屋根ふき材 等の構造計算

（大臣認定プログラム使用しない）
③許容応力度等計算
④保有水平耐力計算
⑤限界耐力計算
⑥時刻歴応答解析

ルート１

ルート2

施行令81条第３項

ルート2 ※2

【ｈ＞31ｍの場合】
①保有水平耐力計算

許容応力度計算 (令82条）
＋層間変形角の確認 （令82条の2）
＋保有水平耐力計算 （令82条の3）
＋屋根ふき材等の構造計算（令82条の4）

②限界耐力計算 （令82条の5）
③時刻歴応答解析

【ｈ≦31ｍの場合】
①許容応力度等計算

許容応力度計算
＋層間変形角の確認
＋屋根ふき材等の構造計算
＋剛性率・偏心率の確認 （令82条の6）

②保有水平耐力計算
許容応力度計算
＋層間変形角の確認
＋保有水平耐力計算
＋屋根ふき材等の構造計算

③限界耐力計算
④時刻歴応答解析

令81条第２項１号イ

令81条第２項１号ロ

令81条第２項２号イ

ルート３

ルート２

ルート３

令9条の３

※2

ル
ー
ト
２

令9条の３

注： ※１ 特定天井はH25国交告示第771号第3第2項若しくは第3項、令9条第3項、同告示第3第4項第1号を参照して下さい。ルート１の
建築物の時は応答スペクトル法、簡易素ペクトル法を用いることはできません。

※２ ルート２の建築物の確認審査をルート２主事が行う場合には、構造計算適合性判定の対象外になります。
法20条の適用外となる既存不適格建築物への増改築で、特定増改築計算基準による場合は構造計算適合性判定の対象になります。

※2


